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稲沢市市民参加条例に規定する市民参加手続の平成 25 年度実施状況 

について（報告） 
 

 

１ はじめに 

稲沢市市民参加条例（以下「条例」という。）第 10 条の規定では、市民参加手続の対

象となる施策毎に、「市民参加の実施予定、実施状況及びその結果を公表しなければなら

ない。」と定めていますが、年度毎の実施状況を取りまとめて公表することは規定してい

ません。 

しかし、市民参加をより推進していくためには、市民と市の双方が市民参加の現状を

情報共有することが必要であり、特に市職員が全庁的状況を把握することは、市が市民

参加の推進に真摯に取り組むために欠かせません。 

そこで、各部課を対象に、平成 25 年度の市民参加手続の実施状況を調査しました。 

なお、条例の適用外ではありますが、法令の規定により実施するもの（条例第６条第

２項第１号）についても市民参加の取組と言えることから、調査対象に含めました（下

記【表１】参照）。 

その結果、11 課の 14 事業において、17 件の市民参加手続が実施されたことが分かり

ました。 

 

 【表１】調査対象 

条例を適用する

もの 

市民参加手続を

実施 

第６条第１項 

⑴ 市の基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項

を定める計画等の策定又は変更 

⑵ 市政に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課

し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする

条例の制定又は改廃 

⑶ 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼ

す制度の導入又は改廃 

⑷ 公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基

本計画等の策定又は変更 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、特に市民参加手続を経

ることが適当と認められるもの 

調
査
対
象
と
し
た
も
の 

市民参加手続を

実施しない 

第６条第１項ただし書 

「緊急その他やむを得ない理由があるとき」 

⇒（注）第３項により、実施しなかった理由を公表 

条例を適用しな

いもの 

市民参加手続を

実施 

第６条第２項 

⑴ 法令の規定により実施の基準が定められており、そ

の基準に基づき行うもの 

市民参加手続を

実施しない 

第６条第２項 

⑵ 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの 

⑶ 市の機関内部の事務処理に関するもの 
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２ 市民参加の対象別実施状況 

市民参加手続を実施した事務事業について、前述の調査範囲により市民参加の対象別

に区分すると【表２】のとおりになります。また、その事務事業名については【表３】

のとおりです。 

なお、「行政改革推進事業」及び「公共施設のあり方基本方針策定事業」については、

２つの施策等を対象に市民参加手続を実施しました。 

 

 【表２】市民参加手続を実施した事務事業数 

条例条項等 市民参加の対象 事務事業数 構成比（％）

第
６
条
第
１
項
（
市
民
参
加
の
対
象
） 

第１号 
市の基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項

を定める計画等の策定又は変更 
１０ ６２．５

第２号 

市政に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課

し、若しくは市民の権利を制限することを内容とす

る条例の制定又は改廃 

０ ０

第３号 
広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼ

す制度の導入又は改廃 
０ ０

第４号 
公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基

本計画等の策定又は変更 
０ ０

第５号 
前各号に掲げるもののほか、特に市民参加手続を経

ることが適当と認められるもの 
６ ３７．５

第６条第２項第１号 他の法令等により、市民参加手続を実施するもの ０ ０

計 １６ １００．０

 

 【表３】市民参加手続を実施した事務事業 

条例条項等 事務事業名 

第
６
条
第
１
項 

第１号 

行政改革推進事業、公共施設のあり方基本方針策定事業、 

コミュニティバス運行事業計画変更案策定、地域防災計画修正事業、 

子ども・子育て支援事業計画策定業務、 

いきいきいなざわ健康２１第２次計画策定事業、人・農地プラン更新事業、 

環境基本計画改定事業、環境基本計画進捗管理事業、 

尾張国分寺跡史跡保存整備基本構想策定事業 

第５号 

タウンミーティング、行政改革推進事業、 

公共施設のあり方基本方針策定事業、 

快適で住みよいまちづくり条例推進事業、違反簡易広告物除去事業、 

道路維持管理事業 

 

３ 市民参加の手続別実施状況 

市民参加手続の具体的な方法は、条例第７条に定められています。 

第１号に「審議会等の設置」、第２号に「パブリック・コメント手続」、第３号に 
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「ワークショップ手続」、第４号に「公聴会手続」、第５号に「アンケート調査」が定め

られているほか、第６号で「前各号に掲げるもののほか、実施機関が市の施策等の企画

立案、実施及び評価のそれぞれの過程において適当と認める方法」と定め、前述の５手

続以外であっても適用できることとしています（例：インタビュー（ヒアリング）、作文・

アイディアの募集など）。 

以上を踏まえて、平成 25 年度に実施した市民参加手続の方法及び実施件数を見てみる

と、【表４】のとおり、５つの方法で 17 件実施されました（第６号「その他」も１つの

方法として集計）。 

手続別の件数を見てみると、第１号の「審議会等の設置」が最も多く、行政改革推進

事業など６件で実施され、全体の約 35％を占めています。 

 

【表４】市民参加手続の方法及び実施件数 

条例条項等 市民参加手続の方法 実施件数 構成比（％）

第
７
条
（
市
民
参
加
手
続
の
方
法
）

第１号 審議会等の設置 ６ ３５．３

第２号 パブリック・コメント手続 ４ ２３．５

第３号 ワークショップ手続 ０ ０

第４号 公聴会手続 ２ １１．８

第５号 アンケート調査 ２ １１．８

第６号 

インタビュー（ヒアリング） ０ ０

作文・アイディア等の募集 ０ ０

その他 ３ １７．６

計 １７ １００．０

 

  なお、第２号の「パブリック・コメント手続」については４件実施され、昨年度（１

件）からの増加が図られました。 

特に、「コミュニティバス運行事業計画変更案策定」に係る意見の募集ついては、意見

提出者が 42 人と、多くの方から意見をいただくことができました。この結果は、コミュ

ニティバスの運行に対する市民の関心の高さの表れと考えられます。 

 

４ まとめ 

平成 25 年度においては、11 課の 14 事業で 17 件の市民参加手続が実施され、昨年度（９

課の 14 事業で 14 件実施）と比較し、「手続を実施した課」及び「実施件数」が増加した

結果となりました。 

しかしながら、この結果は一過性である可能性は否めません。条例第５条第２項に「市

は、施策等の実施において市民参加を推進するよう努めなければならない。」とあるよ

うに、引き続き市民参加の推進に向けて、全庁的に努力し続けていく必要があります。 

また、依然として職場間、職員間で市民参加に対する意識に差が生じているように感

じます。全庁的に市民参加を推進していくためには、職員全体の意識を今以上に向上さ

せることが不可欠と考えます。 

そのための取組として、今回の調査実施に際し、職員に市民参加の対象となる施策等
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のイメージを持ってもらうことを目的として、具体例を示した別紙「市民参加の対象に

ついて」を各課へ配布しました。こうした取組の積み重ねは、職員の理解及び意識の向

上に繋がり、市民参加手続の実施件数の増加、ひいてはより広範な市民の参加を促す呼

び水として効果的に資すると考えられますので、引き続き積極的な制度周知に努めてい

きます。 

 

以上の結果及び課題を踏まえ、引き続き制度改善に向けた調査・研究に努め、市民協

働による魅力ある地域社会の実現を目指し、更なる市民参加の推進に取り組んでいきま

す。 

 
平成 26 年５月 19 日 

市長公室企画政策課 

ⓒInazawa City INAPPY 



市民参加の対象について 

（市民参加条例第６条関係） 

 

市は、以下で掲げる施策等を実施しようとする場合には市民参加を求

めなければなりません。 

この場合において、緊急その他のやむを得ない理由により市民参加を

実施しなかったときは、その理由を公表しなければなりません。 

 

１ 市の基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項を定める計画等

の策定又は変更 

【計画等の具体例】  

総合計画の基本構想・基本計画、行政経営改革プラン、地域防災

計画、交通安全計画、地域福祉計画、障害者計画、介護保険事業計

画、高齢者保健福祉計画、次世代育成支援対策推進法に基づく行動

計画、いきいきいなざわ・健康２１、食育推進計画、観光基本計画、

農業振興地域整備計画、環境基本計画、ごみ処理基本計画、循環型

社会形成推進地域計画、廃棄物処理施設長寿命化計画、橋梁長寿命

化修繕計画、総合治水計画、都市計画・緑のマスタープラン、住生

活基本計画、公営住宅等長寿命化計画、建築物耐震改修促進計画、

水道ビジョン、公共下水道基本計画、男女共同参画プラン、生涯学

習推進計画、尾張国分寺史跡指定計画、子ども読書活動推進計画な

ど 

 

２ 市政に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市

民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃 

【条例の具体例】  

市民参加条例、環境基本条例、緑の保全及び緑化推進に関する条

例、文化財保護条例、廃棄物の減量化・資源化及び適正処理に関す

る条例、空き缶等ごみ散乱防止条例、自転車等放置防止条例、違法

駐車等防止に関する条例、地域の実情に応じた基準（例：施設公物

の設置管理基準、行政サービスの提供基準）の設定を定める条例な

ど 

 



３ 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又

は改廃 

【制度の具体例】  

情報公開制度、個人情報保護制度、路上喫煙禁止区域の指定、ご

み分別収集制度など  

 

４ 公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定

又は変更 

【施設の具体例】  

体育施設、文化施設、社会福祉施設、公園、道路、水道施設、下

水道施設など、その設置に係る費用が多額となる規模のもの  

 

５ その他特に市民参加手続を経ることが適当と認められるもの 

１～４で掲げる施策等は、原則として市民参加を求めることが義務

付けられているものですが、これ以外の施策等についても、本条例の

趣旨を踏まえ、可能な限り市民参加を行うことが望ましいと考えます。 

 

 

 

○ 上記に該当する事項であっても、次のいずれかに該当する場合は、

市民参加の対象としないことができます。 

（※市民参加の実施について否定するものではありません。） 

１ 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づ

き行うもの 

２ 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの 

３ 市の機関内部の事務処理に関するもの 
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